
労 働 安 全 衛 生 法 第 45 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 車 両

系 建 設 機 械 の 自 主 検 査 指 針 の 廃 止 に 関 す る 公 示 

自 主 検 査 指 針 公 示 第 27 号 

 

 令 和 ７ 年 12 月 24 日 

 

厚 生 労 働 大 臣  上 野 賢 一 郎 

 

 車 両 系 建 設 機 械 の 定 期 自 主 検 査 指 針 （ 労 働 安 全

衛 生 規 則 第 167 条 の 自 主 検 査 に 係 る も の ） （ 令 和

５ 年 ３ 月 31 日 付 け 自 主 検 査 指 針 公 示 第 24 号 ） は 、

令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 を も っ て 廃 止 す る の で 、 公 示 す

る 。 

 


